
※複数件の場合は原本をコピーするか   四国テクニカルサービス　　　 　        　         HPで印刷下さい

四国テクニカルサービス(株)  行き ＴＥＬ（０８９７）５８－６３７７

ご注意：PCBの搬出は特例を除いて保管事業所様

ＦＡＸ（０８９７）５８－６３８８

↓  ↓  ↓  ↓  ↓  

【 低濃度PCB廃棄物収集運搬 見積依頼書 】

ご連絡先(担当者様名)

ご紹介御社名

保 管 事 業 所 様 名

からの搬出になります。「PCB特措法」 第11条、規則第8条

コンデンサー

保管場所(住所)

様

ご連絡先(TEL)

トランス
その他

(OFケーブル･油入開閉器など)

保管機器

いずれかに○

PCB分析

銘板写真がありましたら

添付下さい

つながっている　つながっていない つながっている　つながっていない つながっている　つながっていない

済み　　未 済み　　未 済み　　未

電路の接続状態

済みの場合はPCB分析結果

報告書を添付下さい
添付あり　　添付なし 添付あり　　添付なし 添付あり　　添付なし

添付あり　　添付なし 添付あり　　添付なし 添付あり　　添付なし

※弊社記入欄 弊社 No. 　　　　　 No.

(容量、その他 設置状況等)

《例》・屋外キュービクル内

・２階電気室内に保管

備　考

譲渡及び譲り受けの制限(法第11条、規則第8条)

PCB廃棄物を譲り渡し、又は譲り受けることはPCB廃棄

物の確実かつ適正な処理に支障を及ぼすおそれがないも

のとして環境省令で定める場合を除き禁止されています。


